
 

（単位：百万円）

金 額  金 額

32,100         4,768,371      

260            　 27,364         

31,840         4,700,145      

122,000        40,861         

33,202         127            

4,152,349      40,349         

1,929,361      138,429        

55,807         97,000         

916,978        1,435          

293,841        5,143          

878,872        8,053          

77,487         192            

557,761        364            

57,577         18,171         

500,184        1,382          

406,105        4,190          

232,995        2,015          

167,527        240            

2,015          238            

1,033          37,307         

2,531          36,580         

33,521         18,091         

14,647         14             

18,874         

194            5,039,270      

38,719         

3,307           126,000        

3,046          131,000        

17,040         281            

3,423          76,313         

8,005          242            

2,482          76,071         

194            基 金 償 却 準 備 金 36,000         

1,218          社員配当平衡積立金 8,718          

22,725         当 期 未 処 分 剰 余 金 31,353         

14             333,595        

△ 487  71,104         

△ 45,762  

25,341         

358,937        

5,398,207      5,398,207      

純資産の部合計

資 産 の 部 合 計 負債および純資産の部合計

貸 倒 引 当 金 その他有価証券評価差額金

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

支 払 承 諾 見 返 基 金 等 合 計

未 収 収 益 再 評 価 積 立 金

預 託 金 剰 余 金

金 融 派 生 商 品 損 失 塡 補 準 備 金

金融商品等差入担保金 そ の 他 剰 余 金

仮 払 金

そ の 他 の 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 資 産 （ 純 資 産 の 部 ）

未 収 金 基 金

前 払 費 用 基 金 償 却 積 立 金

ソ フ ト ウ ェ ア 支 払 承 諾

その他の無形固定資産

再 保 険 貸 負債の部合計

建 設 仮 勘 定 退 職 給 付 引 当 金

その他の有形固定資産 価 格 変 動 準 備 金

無 形 固 定 資 産 再評価に係る繰延税金負債

土 地 リ ー ス 債 務

建 物 資 産 除 去 債 務

リ ー ス 資 産 仮 受 金

保 険 約 款 貸 付 預 り 保 証 金

一 般 貸 付 金 融 派 生 商 品

有 形 固 定 資 産 金融商品等受入担保金

外 国 証 券 未 払 費 用

そ の 他 の 証 券 前 受 収 益

貸 付 金 預 り 金

地 方 債 借 入 金

社 債 未 払 法 人 税 等

株 式 未 払 金

買 入 金 銭 債 権 再 保 険 借

有 価 証 券 社 債

国 債 そ の 他 負 債

現 金 支 払 備 金

預 貯 金 責 任 準 備 金

コ ー ル ロ ー ン 社 員 配 当 準 備 金

現 金 お よ び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

平成28年度　(平成29年3月31日現在）　貸借対照表

科 目 科 目

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

 1



2 

注１．  有価証券（現金および預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるものを含む）の評

価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均法）、満期保有

目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業における「責任

準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第２１号）にもとづく責任準備金対応債券については移動平均法に

よる償却原価法（定額法）、子会社株式および関連会社株式（保険業法第２条第１２項

に規定する子会社および保険業法施行令第１３条の５の２第３項に規定する子法人等

のうち子会社を除いたものおよび同法施行令第１３条の５の２第４項に規定する関連

法人等が発行する株式をいう）については原価法、その他有価証券のうち時価のあるも

のについては３月末日の市場価格等（国内株式、国内株価指数連動型上場投資信託、国

内上場不動産投資信託、外国株価指数連動型上場投資信託（ヘッジ分を除く）および外

貨建債券（ヘッジ分を除く）は３月中の市場価格等の平均）にもとづく時価法（売却原

価の算定は移動平均法）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについて

は取得差額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）については移動平均

法による償却原価法（定額法）、それ以外の有価証券については移動平均法による原価

法によっております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法

により処理しております。 

 

２．  個人保険・個人年金保険に設定した小区分（保険種類・資産運用方針等により設定）に

対応した債券のうち、負債に応じたデュレーションのコントロールを図る目的で保有す

るものについて、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び

監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２１号）にもとづき、

責任準備金対応債券に区分しております。 

責任準備金対応債券の当期末における貸借対照表価額は、２，１６１，９５７百万円、

時価は、２，４９４，２５７百万円であります。 

 

なお、当期より、個人保険・個人年金保険（利率変動積立型終身保険・利率変動型積立

保険および平成２４年４月２日以降契約の新一時払個人年金保険を除く）に対する小区

分につき、負債対応型ポートフォリオに段階的に移行するため、負債デュレーション算

出の前提となる負債キャッシュ・フローを「将来２５年分」から「将来３０年分」に変

更しております。 

この変更による、貸借対照表および損益計算書への影響はありません。 
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 ３．  デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 

 

４．  土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）にもとづき、事

業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再

評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しております。 

 

再評価を行った年月日              平成１３年３月３１日 

 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条

第１号に定める地価公示法の規定により公示された価格に奥行補正等の合理的な調整

を行って算定または同施行令第２条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に時

点修正を行って算定。 

 

同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当年度末における時価の合計額

と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

６，５２５百万円 

 

５．  有形固定資産の減価償却の方法は、次の方法によっております。 

・有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、建物については定額法）を採用しております。 

 

・リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

６．  外貨建資産・負債は、決算日の為替相場により円換算しております。 

なお、その他有価証券のうち時価のある外国株価指数連動型上場投資信託（ヘッジ分を

除く）および外貨建債券（ヘッジ分を除く）は、３月中の平均為替相場により円換算し

ております。 
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７．  貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、次のとおり計上して

おります。 

破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」

という）に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下「実質破綻先」

という）に対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額

および保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 

また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認めら

れる債務者（以下「破綻懸念先」という）に対する債権については、債権額から担保の

回収可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の

支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率

を債権額に乗じた額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準にもとづき、関連部署が資産査定を実施し、当該

部署から独立した内部監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果にもとづいて

上記の引当を行っております。 

なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担

保の評価額および保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能

見込額として債権額から直接減額しており、その金額は２１５百万円であります。 

 

８．  退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務お

よび年金資産の見込額にもとづき、計上しております。 

退職給付債務ならびに退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。 

 

 退職給付見込額の期間帰属方法  給付算定式基準 

 数理計算上の差異の処理年数   翌期より７年   

 過去勤務費用の処理年数      発生年度全額処理 

 

９．  価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定にもとづき算出した額を計上しておりま

す。 
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１０．  ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０号）に従い、

貸付金に対するキャッシュ・フローのヘッジとして繰延ヘッジおよび金利スワップの特

例処理、外貨建債券および外貨建投資信託の一部にかかる為替変動リスクのヘッジとし

て時価ヘッジ、外貨建社債に対する為替変動リスクのヘッジとして通貨スワップの振当

処理、その他の外貨建取引等については為替の振当処理を行っております。 

なお、ヘッジの有効性の判定には、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動またはキャッシ

ュ・フロー変動を比較する比率分析によっております。 

 

１１．  消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産にか

かる控除対象外消費税等のうち、法人税法に規定する繰延消費税等については、前払費

用に計上し５年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度の費用

に計上しております。 

 

１２． 

 

 

 

  

 

 

（１） 

 

（２） 

 

責任準備金は、保険業法第１１６条の規定にもとづく準備金であり、保険料積立金につ

いては次の方式により計算しております。 

標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示

第４８号） 

標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 

 

１３．  無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期

間にもとづく定額法により行っております。 

 

１４．  当期より、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 

２６号）を適用しております。 



6 

１５． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保険業法第１１８条第１項に規定する特別勘定以外の勘定である一般勘定の資産運用

は、保険商品ごとの負債特性に応じ、以下の方針で行っております。 

・利率変動積立型終身保険・利率変動型積立保険・平成２４年４月２日以降契約の新

一時払個人年金保険については、資産と負債のデュレーションを一致させ金利変動

リスクを回避することを目指す「マッチング型ＡＬＭ」による国内公社債中心の運

用を行っております。 

・上記以外の個人保険・個人年金保険については、国内公社債・貸付金等の円金利資

産をポートフォリオの中核として保険負債の特性に対応した運用を行いつつ、国内

株式・外国証券・不動産等へ一定程度資産配分することにより、収益性の向上に取

り組んでおります。 

また、デリバティブ取引については、主に保有している有価証券が持つ価格変動リスク、

為替変動リスク等および社債が持つ為替変動リスクを回避（ヘッジ）することを目的に

活用しております。 

なお、主な金融商品として、有価証券は価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リス

クおよび信用リスク、貸付金は信用リスクおよび為替変動リスク、デリバティブ取引は、

市場リスクおよび信用リスクに晒されております。 

市場リスクの管理にあたっては、ＶａＲ法による有価証券等のリスク量の定量的な管理

と、市場環境が悪化するシナリオを想定し、当社ポートフォリオへの影響を分析するス

トレステストや感応度分析による管理を併用し、許容されるリスクの範囲内で適切な資

産配分を行っております。信用リスクの管理にあたっては、取引先の信用度に応じた社

内信用格付の付与や、個別取引ごとの事前の厳正な審査、事後のフォロー等を実施する

体制を敷くとともに、信用リスクが特定の企業・グループに集中することを防止するた

め、信用リスクの程度に応じた与信枠の設定を通じた管理を行っており、リスク量を許

容範囲内にコントロールしております。 
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主な金融資産および金融負債にかかる貸借対照表価額、時価およびこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。 

     

（単位：百万円） 

    貸借対照表価額 時価 差額 

現金および預貯金 32,100 32,100 - 

コールローン 122,000 122,000 - 

買入金銭債権  33,202 36,880 3,677 

  売買目的有価証券   - - - 

  満期保有目的の債券   33,202 36,880 3,677 

  責任準備金対応債券   - - - 

  その他有価証券   - - - 

有価証券  4,031,232 4,405,471 374,239 

  売買目的有価証券   27,242 27,242 - 

  満期保有目的の債券   338,076 380,015 41,939 

  責任準備金対応債券   2,161,957 2,494,257 332,299 

  その他有価証券   1,503,956 1,503,956 - 

貸付金 557,761 571,768 14,006 

  保険約款貸付   57,577 57,577 - 

  一般貸付   500,184 514,191 14,006 

資産計 4,776,297 5,168,221 391,923 

社債   40,349 42,854 2,505 

借入金     97,000 96,715 △ 284 

負債計 137,349 139,569 2,220 

金融派生商品  6,622 6,622 - 

  ヘッジ会計が適用されていないもの  1,241 1,241 - 

  ヘッジ会計が適用されているもの  5,381 5,381 - 

*デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、

( ）で示しております。 
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（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 

 

 

（４） 

有価証券（預貯金・買入金銭債権のうち「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準

第１０号）にもとづく有価証券として取扱うものを含む） 

・市場価格のある有価証券 

①その他有価証券の時価は、３月末日の市場価格等（国内株式、国内株価指数連動

型上場投資信託、国内上場不動産投資信託、外国株価指数連動型上場投資信託（ヘ

ッジ分を除く）および外貨建債券（ヘッジ分を除く）は３月中の市場価格等の平

均）によっております。 

②上記以外の有価証券の時価は、３月末日の市場価格等によっております。 

・市場価格のない有価証券 

非上場株式等（子会社・関連会社を含む）については時価を把握することが極めて

困難と認められるものであるため、有価証券に含めておりません。当該非上場株式

等の当期末における貸借対照表価額は、１２１，１１６百万円であります。 

 

貸付金および借入金 

保険約款貸付は、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済期限を

設けておらず、返済見込み期間および金利条件等から、時価は帳簿価額と近似してい

るものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

一般貸付・借入金については、主に、元利金の合計額を、信用リスクに見合った利率

で割り引いた価格を時価としております。なお、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先に

対する貸付金については、直接減額前の帳簿価額から貸倒見積高を控除した額を時価

としております。 

 

社債 

３月末日の市場価格等によっております。 

 

金融派生商品 

①株式オプション取引の時価については、取引先金融機関から提示された価格等に

よっております。 

②為替予約取引の時価については、３月末日のＴＴＭ等にもとづき当社で算出した

理論価格によっております。 

③通貨スワップの振当処理を適用しているデリバティブ取引については、ヘッジ対

象とされている社債と一体として処理されているため、その時価は、社債に含め

て記載しております。 
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１６． 

 

 当社では、東京都その他の地域において賃貸用のオフィスビル等を有しており、当期末

における当該賃貸等不動産の貸借対照表価額は、２７１，４０７百万円、時価は、 

２５３，３８４百万円であります。なお、時価の算定にあたっては、主として社外の不

動産鑑定士による不動産鑑定評価書にもとづく金額(指標等を用いて調整を行ったもの

を含む。)によっております。 

 

１７．  

 

 

（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

 

 

 

 

（３） 

 

 

 

 

 

貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権および貸付条件緩和債権の

額は、１，１６６百万円であります。なお、それぞれの内訳は以下のとおりであります。 

 

貸付金のうち、破綻先債権額は０百万円、延滞債権額は１，０１５百万円であります。

上記取立不能見込額の直接減額は、破綻先債権額２２百万円、延滞債権額１９３百万円

であります。 

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその

他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利

息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付

金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第

３号のイからホまでに掲げる事由または同項第４号に規定する事由が生じている貸付

金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営

再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金で

あります。 

 

貸付金のうち、３カ月以上延滞債権額は１１２百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日

として３カ月以上延滞している貸付金で破綻先債権および延滞債権に該当しない貸付

金であります。 

 

貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は３８百万円であります。 

なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取

決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しない

貸付金であります。 

 



10 

１８．  有形固定資産の減価償却累計額は２７７，７９８百万円であります。 

 

１９．  特別勘定の資産の額は２９，１９９百万円であります。 

なお、負債の額も同額であります。 

 

２０．  子会社等に対する金銭債権の総額は２７５百万円、金銭債務の総額は１，９４８百万円

であります。 

 

２１．  取締役および監査役に対する金銭債務総額は２０百万円であります。 

 

２２． （１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

繰延税金資産の総額は６２，３４０百万円、繰延税金負債の総額は１８，８１１百万円

であります。 

繰延税金資産のうち評価性引当額として控除した額は、２０，８０３百万円であります。 

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、 

退職給付引当金        １０，４１７百万円、 

価格変動準備金        １０，２０５百万円、 

減損損失            ８，４２２百万円、 

危険準備金               ８，３９２百万円、 

有価証券評価損          ７，３０５百万円、 

および繰越欠損金         ６，４８４百万円であります。 

繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、 

その他有価証券の評価差額   １８，０２３百万円であります。 

 

当年度における法定実効税率は２８．１％であり、法定実効税率と税効果会計適用後の

法人税等の負担率との間の差異の主要な内訳は、評価性引当額の増減△７．９％、基金

利息△４．５％であります。 
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２３．  社員配当準備金の異動状況は次のとおりであります。 

当期首現在高                    ４４，７２０百万円 

前期剰余金からの繰入額       １，７６７百万円 

当期社員配当金支払額              ５，６６０百万円 

利息による増加等                         ６５百万円 

その他による減少額                      ３１百万円 

当期末現在高                    ４０，８６１百万円 

 

２４．  子会社等の株式は５，０９３百万円であります。 

２５．  担保に供されている資産の額は、有価証券３，７４８百万円であります。 

２６．  保険業法施行規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備

金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は１３０百万円であります。 

 

２７．  保険業法施行規則第３０条第２項に規定する金額は７１，３８６百万円であります。 

２８．  基金１１，０００百万円の償却に伴い、同額の基金償却準備金を保険業法第５６条の規

定による基金償却積立金へ振り替えております。 

 

２９．  保険業法第６０条の規定により基金を１１，０００百万円新たに募集いたしました。 

 

３０．  売却または担保という方法で自由に処分できる権利を有している資産は、消費貸借契約

で借り入れている有価証券であり、当年度末に当該処分を行わずに所有しているものの

時価は８，２９５百万円であり、担保に差し入れているものはありません。 

 

３１．  貸付金に係るコミットメントライン契約の融資未実行残高は、３,５００百万円であり

ます。 

 

３２．  負債の部の社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後

特約付社債であります。 

 

３３．  借入金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借

入金であります。 

 



12 

３４．  保険業法第２５９条の規定にもとづく生命保険契約者保護機構に対する当年度末にお

ける当社の今後の負担見積額は、１０，３９１百万円であります。 

なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。 

 

３５． 

 

 

 

（１） 

 

 

 

 

 

退職給付に関する事項は次のとおりであります。 

 

採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度であります。）

および退職一時金制度（非積立型制度でありますが、退職給付信託を設定した結果、

積立型制度となっております。）を設けております。 

 

 （２） 確定給付制度 

①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

期首における退職給付債務        ４９，２０９百万円 

勤務費用                １，９９０百万円 

利息費用                  ４９２百万円 

数理計算上の差異の当期発生額       △２５１百万円 

退職給付の支払額           △５，１９０百万円 

期末における退職給付債務          ４６，２５０百万円 

 

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

期首における年金資産            ６，８１６百万円 

期待運用収益                 ５８百万円 

数理計算上の差異の当期発生額      １，６９７百万円 

事業主からの拠出額             １２７百万円 

退職給付の支払額              △２０７百万円 

期末における年金資産            ８，４９３百万円 
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③退職給付債務および年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整

表 

積立型制度の退職給付債務        ４６，２５０百万円 

年金資産                △８，４９３百万円 

                          ３７，７５７百万円 

未認識数理計算上の差異           △４４９百万円 

退職給付引当金             ３７，３０７百万円 

 

④退職給付に関連する損益 

勤務費用                  １，９９０百万円 

利息費用                   ４９２百万円 

期待運用収益                 △５８百万円 

数理計算上の差異の当期の費用処理額      ８９７百万円 

確定給付制度に係る退職給付費用      ３，３２１百万円 

 

⑤年金資産の主な内訳 

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、以下のとおりであります。 

 

株式              ５４％ 

債券              ７％ 

その他            ３９％ 

合計            １００％ 

 

⑥長期期待運用収益率の設定方法 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資

産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在および将来期待される

長期の収益率を考慮しております。 

   

⑦数理計算上の計算基礎に関する事項 

期末における主要な数理計算上の計算基礎は以下のとおりであります。 

  

割引率            １．０％ 

長期期待運用収益率      ０．９％ 

（うち、確定給付企業年金  １．６％） 

 


